




清退共
請求事由の該当番号を「記入要領」2.の請求事由から選び記入してください。



退職金請求書に添付する住民票について 
 
 

独立行政法人勤労者退職金共済機構 
清酒製造業退職金共済事業本部 

 
 

清退共の退職金請求に当たっては、ご本人確認のため、住民票の写し（コピーでは

なく、自治体が発行する写しの原本）が必要となります。 
 
※  住民票は、請求人個人の情報が記載されている「住民票抄本の写し」をご提出く

ださい。 
世帯全員分の「住民票謄本の写し」を添付する場合は、発行された全員分をご

提出ください。切り離し無効です。 
住民票をばらすと、発行する自治体の長の印がない等の理由により、原本確認

ができないため、再提出をお願いいたしますのでご注意ください。 
 

なお、外国人の方は、通称名履歴の記載があるものを取得してください。 
（振込金融機関の口座名義が通称名である場合、公的書類での確認が必要と 

なります） 
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